
【智頭町】物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（令和７年度実施計画分）実施事業一覧

計画書
No.

推奨事業メニュー 事業名

事業の概要（計画）
①目的・効果

②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業
予定額
（円）

うち交付金
充当予定額

（円）
事業始期 事業終期

1 －

智頭町低所得世帯等支援臨時給付金事
業【非課税3万、子ども加算2万】、定
額減税補足臨時給付金事業【不足額給
付】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うこと
で、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和6年度住民税均等割非課税世帯　849世帯×30千
円、子ども加算　91人×20千円、、定額減税を補足す
る給付（うち不足額給付）の対象者　1,160人
(23,920千円）　　のうちR7計画分
事務費　1,642千円
 事務費の内容
　需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）
　業務委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（849世帯）、定額減
税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者数
（1,160人）

22,797,000 22,797,000 R7.2 R8.3

5

①食料品の物価高
騰に対する特別加

算

④消費下支え等を
通じた生活者支援

地域通貨による地域経済活性化促進臨
時支援事業⑩

①地域通貨「杉小判」を配布することにより、食料品
を含む物価高騰により影響を受けた町内生活者の負担
軽減や地元商店街の活性化、緊急経済対策を図る。
②住民へ配布する地域通貨と事務費
③人口5,950人×地域通貨15千円分 = 89,250千円
   事務費5,553千円
    内訳
     需用費100千円、役務費1,070千円、
     委託料4,383千円
④令和8年1月16日時点で本町に住民票がある者

94,803,000 94,803,000 R8.1 R8.4以降

6

①エネルギー・食
料品価格等の物価
高騰に伴う低所得

世帯支援

令和7年度生活困窮世帯等光熱費助成
金事業

①物価高が続く中で電力・ガス等のエネルギー価格の
高騰による生活困窮世帯等の負担を軽減する。
②給付金
③給付費
   1回目： 7月支給　15千円×46世帯＝ 690千円
　　　　   7月支給　 7千円×16世帯＝ 112千円
                                （生活保護）
　　　　   8月支給 　8千円×16世帯＝128千円
                                （生活保護）
   2回目：10月支給  8千円×62世帯＝496千円
   3回目： 2月支給　4千円×70世帯＝280千円
  ※その他は県補助金：857千円
④基準日 : 1回目（R7.7.1）
           2回目（R7.10.1）
           3回目（R8.1.1）
 に住所を有する生活保護、児童扶養手当、特別
 児童扶養手当、特別障害者手当、児童年金の受
 給世帯

1,714,000 857,000 R7.4 R8.3

7

⑤医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等に
対する物価高騰対
策支援

令和7年度智頭病院事業会計臨時繰出
事業（国R7予備費）

①病院事業（公営企業）に臨時的に繰出しを行うこと
により、物価高騰の影響を軽減し、健全経営に資する
ことを目的とする
②病院事業会計繰出金
③病院事業会計繰出金：5,500千円
【参考】物価高騰影響額：約49,211千円
                        （対令和2年度）
　内訳：電気代17,167千円、重油代22,486千円、
　　　　食事サービス9,558千円
　　　　※その他は全額一般財源：241千円
④国民健康保険智頭病院

5,500,000 5,259,000 R7.4 R8.3

8

⑦医療・介護・保
育施設、学校施
設、公衆浴場等に
対する物価高騰対
策支援

令和7年度智頭病院事業会計臨時繰出
事業（国R7補正予算）

①病院事業（公営企業）に臨時的に繰出しを行うこと
により、物価高騰の影響を軽減し、健全経営に資する
ことを目的とする
②病院事業会計繰出金
③病院事業会計繰出金：43,500千円
【参考】物価高騰影響額：約49,211千円
                          （対令和2年度）
　内訳：電気代17,167千円、重油代22,486千円、
　　　　食事サービス9,558千円
　　　　※その他は全額一般財源：12,651千円
④国民健康保険智頭病院

43,500,000 30,849,000 R7.4 R8.4以降

9
⑨中小企業等に対
するエネルギー価
格高騰対策支援

令和7年度中小企業等継続支援臨時交
付金事業

①物価やエネルギー価格高騰により影響を受けている
事業所に対し支援金を交付することにより、安定的か
つ継続的な経営を図る。
②法人・個人事業者への支援金
③交付金　9,450千円
　　法人　50,000円×146件＝7,300千円
  　個人　10,000円×215件＝2,150千円
　事務費　149千円（委託料）
④本町に本社機能を有する法人および個人事業者

9,599,000 9,599,000 R8.1 R8.4以降

合計 177,913,000 164,164,000


